
のるものか うまい話と くちぐるま
～悪質商法から身を守るために～

悪質商法は被害金額が年々高額化の傾向にあります。
悪質商法の被害者とならないように手口をよく知っていただきたいと思います。
《主な手口》

〇利殖勧誘事犯 〇送り付け商法 〇住宅リフォーム詐欺商法 〇マルチ商法
〇訪問購入 〇キャッチセールス

《悪質商法の被害にかからないために》
悪質商法はの手口は、年々巧妙になってきています。
「悪質商法撃退１０か条」を参考にして、被害に遭わないようにしましょう。

〇何の用? しっかり聞こう 身分と要件
〇もうかります そんな言葉に ご用心
〇勇気出し はっきり言おう いりません
〇迷ったら 一人で悩まず まず相談
〇契約は してもお金は 後払い

身につけよう 交通ルールと ヘルメット
～自転車を安全に利用しよう～

自転車は身近な交通手段であり、健康増進に資することなどから、注目を集めてい
ますが、一部の自転車利用者の交通ルールを無視した行動等に対する批判の声が後
を絶ちません。

自転車安全利用五則を始めとする自転車の交通ルールを正しく守りましょう。
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〇おかしいと 思ったときは ドア閉めて
〇あやしいぞ 人のフトコロ聞く 業者
〇しつこいな そんな相手は １１０番
〇サインして あとでしまった もう遅い
〇あなたです！ 自分の財産 守るのは

他交番の交
番だよりは
コチラから↓


